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－消防団員の交通事故に関する
　　　　　　　　　　　監査請求を否決－

一
般
会
計
補
正
予
算
を
承
認

介
護
保
険
特
別
会
計
補
正
予
算
を
承
認

公
共
下
水
道
特
別
会
計
補
正
予
算
を
承
認

平成平成1515年 第２回臨時会第２回臨時会平成平成1515年 第２回臨時会第２回臨時会平成15年 第２回臨時会

２

平
成
一
五
年
第
二
回
臨
時
会
が
五
月
一
六
日
に
開
会
。
町
長
提
出
議
案
は
条
例
の
専
決
　

　
処
分
三
件
、
平
成
一
四
年
度
補
正
予
算
の
専
決
処
分
三
件
、
和
解
及
び
損
害
賠
償
額
の
決
　

　
定
に
つ
い
て
が
一
件
、
平
成
一
五
年
度
補
正
予
算
が
二
件
、
一
般
会
計
繰
越
明
許
費
と
　

　
　
土
地
開
発
公
社
の
報
告
が
二
件
、
監
査
委
員
の
選
任
の
同
意
が
一
件
で
あ
っ
た
。
ま
た
　

　
　
　
議
員
提
案
が
二
件
提
出
さ
れ
慎
重
審
議
し
た
。

専
決
処
分
に
対

す
る
主
な
質
疑

☆
条
例
の
専
決
処
分
（
三
件
）
を
承
認

○ 

主
な
改
正
内
容
と
廃
止
さ
れ
た
条
例

平
成
一
四
年
度

一
般
会
計
補
正
予
算
を
承
認

　
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
億
三
、
六
〇

〇
万
円
を
減
額
し
、
総
額
を
五
九
億
一
、
九
六
九
万
円
と

す
る
も
の
で
あ
る
。

（
主
な
内
訳
）

○
道
路
新
設
改
良
工
事
費
九
、
九
〇
〇
万
円
の
減

○
長
洲
港
改
修
事
業
負
担
金
六
〇
〇
万
円
の
減

○
長
洲
小
学
校
プ
ー
ル
建
設
工
事
入
札
残
一
、
〇
〇
〇
万
円
。
他

平
成
一
四
年
度

介
護
保
険
特
別
会
計
補
正
予
算
を
承
認

　
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
一
九
九
万
九
千
円
を
追
加
し

九
億
六
、
三
三
〇
万
四
千
円
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
主
な
内
訳
）

○
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
一
、
一
三
〇
万
円
の
増

○
予
備
費
五
七
〇
万
円
の
減
。
他

平
成
一
四
年
度

公
共
下
水
道
特
別
会
計
補
正
予
算
を
承
認

　
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
か
ら
五
九
〇
万
円
を
減
額
し
二

六
億
九
、
八
九
〇
万
二
千
円
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

一
、
長
洲
町
税
条
例
の
一
部
改
正

①
平
成
一
七
年
度
課
税
分
か
ら
配
偶
者
特
別
控
除
を

廃
止
。

②
特
別
土
地
保
有
税
に
つ
い
て
は
新
た
な
課
税
は
行

わ
ず
、
新
増
設
に
係
る
特
別
土
地
保
有
税
は
平
成

一
五
年
三
月
を
も
っ
て
廃
止
。

③
平
成
一
五
年
七
月
一
日
か
ら
町
た
ば
こ
税
の
引
き

上
げ
。
徴
税
と
し
て
は
二
〇
本
当
た
り
、
約
六
円
の

引
き
上
げ
と
な
る
。

二
、
国
民
健
康
保
険
条
例
の
一
部
改
正

①
国
民
健
康
保
険
税
の
賦
課
限
度
額
に
つ
い
て
は
、

介
護
保
険
が
導
入
さ
れ
た
一
二
年
度
に
七
万
円
に

決
定
し
て
い
た
が
、
高
齢
化
に
よ
り
さ
ら
に
介
護

給
付
費
増
が
見
込
ま
れ
る
。
よ
っ
て
中
間
所
得
層

の
負
担
緩
和
を
図
り
、
被
保
険
者
間
の
公
平
を
進

め
る
必
要
が
あ
る
事
か
ら
介
護
給
付
金
課
税
限
度

額
の
最
高
限
度
額
が
七
万
円
か
ら
八
万
円
に
引
き

上
げ
た
。

三
、
審
議
会
条
例
を
廃
止

①
特
別
土
地
保
有
税
の
改
正
に
伴
い
、
長
洲
町
特
別

土
地
保
有
税
審
議
会
条
例
を
廃
止
。

Ｑ
一
般
会
計
補
正

の
中
で
土
木
費

の
減
額
が
目
立
つ
が
。

Ａ
予
定
し
て
い
た

六
路
線
の
内
全

く
施
工
で
き
な
か
っ
た

路
線
が
一
路
線
。
二
路

線
は
計
画
ど
お
り
工
事

を
竣
工
し
た
。
残
り
の

三
路
線
が
用
地
取
得
が

困
難
と
い
っ
た
事
も
あ

り
計
画
を
縮
少
し
た
工

事
と
な
っ
た
。

Ｑ
今
回
六
件
の
専

決
処
分
が
提
出

さ
れ
て
い
る
。
議
会
軽

視
で
は
な
い
か
。
三
月

議
会
に
提
案
で
き
た
も

の
も
あ
る
の
で
は
な
い

か
。Ａ

議
会
を
軽
視
し
た

わ
け
で
は
な
い
が
、

一
生
懸
命
努
力
し
た
結

果
が
こ
の
議
会
へ
の
提

案
と
な
っ
た
。
今
後
は

専
決
の
意
義
を
再
認
識

し
て
取
り
組
ん
で
い
き

た
い
。
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（議員提案）

主
な
質
疑

　
消
防
活
動
は
日
本
古
来
か
ら

の
歴
史
の
中
に
縷
々
表
れ
て
お

り
、
明
治
二
二
年
の
町
政
執
行

後
長
洲
町
に
も
先
人
達
が
培
っ

て
き
た
住
民
に
対
し
て
そ
の
生

命
と
財
産
を
守
る
と
い
う
伝
統

や
文
化
が
消
防
団
に
は
あ
る
。

そ
れ
に
鑑
み
、
先
の
議
会
の
質

疑
の
中
で
も
納
得
の
い
く
答
弁

を
得
た
。
今
後
益
々
住
民
の
生

命
と
財
産
を
守
っ
て
も
ら
う
崇

高
な
立
場
の
消
防
団
に
対
し
こ

の
議
員
提
案
は
失
礼
で
あ
る
。

　
よ
っ
て
反
対
討
論
と
す
る
も

の
で
あ
る
。

永 

田 

議 

員

Ｑ
消
防
団
員
に
よ
る
事

故
は
物
損
事
故
と
の

報
告
だ
が
人
身
で
は
な
い

の
か
。

Ａ
人
身
事
故
扱
い
は
本

人
の
申
請
と
な
る
が
、

本
人
が
辞
退
さ
れ
た
。

Ｑ
こ
の
事
故
は
明
ら
か

に
法
律
違
反
、
条
例

違
反
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

本
人
に
求
償
権
を
行
使
す

る
考
え
は
な
い
か
。

Ａ
弁
護
士
の
見
解
で
は

重
過
失
で
は
な
く
軽

過
失
と
し
て
の
扱
い
と
判

断
さ
れ
た
。
求
償
権
は
町

長
の
裁
量
権
と
な
る
が
、

町
と
し
て
は
今
回
求
償
し

な
い
。

Ｑ
公
共
下
水
道
会
計
は

こ
の
ま
ま
の
状
況
で

は
一
六
年
度
予
算
は
組
め

な
い
の
で
は
な
い
か
。

Ａ
一
六
年
度
歳
入
欠
陥

に
な
る
事
も
予
想
さ

れ
る
。
早
急
に
検
討
し
、
累

積
赤
字
が
出
な
い
よ
う
努

力
し
て
い
く
。

反
対
討
論

　
昨
年
の
こ
の
事
故
に
対
し
て

は
多
く
の
住
民
が
関
心
を
持
っ

て
い
る
。
私
自
身
三
月
の
定
例

会
、
今
回
の
臨
時
会
と
こ
の
問

題
に
つ
い
て
質
問
し
て
き
た
が

い
ま
だ
納
得
い
く
見
解
を
得
て

い
な
い
。
こ
こ
に
き
て
「
消
防

団
員
の
交
通
事
故
に
関
す
る
監

査
請
求
」
を
議
員
提
案
さ
れ
た

事
は
大
変
画
期
的
な
事
で
あ
り

賛
成
を
す
る
も
の
で
あ
る
。

川 

本 

議 

員

賛
成
討
論

　
平
成
一
四
年
一
二
月
二

五
日
、
本
町
消
防
団
員
が

年
末
警
戒
中
に
消
防
積
載

車
を
運
転
中
、
荒
尾
市
に

お
い
て
走
行
中
の
軽
自
動

車
と
衝
突
し
た
交
通
事
故

に
関
し
、
相
手
方
と
長
洲

町
と
の
間
に
次
の
よ
う
に

損
害
賠
償
額
を
決
定
し
、

和
解
す
る
。

○
損
害
賠
償
額
　
八
九
万
五
、

九
五
〇
円

○

和
解
事
項
　
相
手
方
は
、

今
後
本
件
に
関
し
て
、
裁

判
上
又
は
裁
判
外
に
お
い

て
一
切
の
異
議
及
び
請
求

の
申
立
て
を
し
な
い
こ
と
。

　
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
に

一
三
億
九
、
六
四
七
万
八

千
円
を
追
加
し
、
二
九
億
七
、

二
五
一
万
二
千
円
と
す
る

も
の
。

　
こ
れ
は
一
四
年
度
の
歳

入
が
歳
出
に
対
し
一
三
億
九
、

六
四
七
万
八
千
円
程
度
不

足
す
る
見
込
み
と
な
っ
た
為
、

繰
上
充
用
す
る
も
の
で
あ
る
。

一
四
年
度
の
単
年
度
収
支

見
込
額
は
二
億
七
、
四
一

七
万
九
千
円
程
度
の
赤
字

決
算
と
な
る
。

　
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
に
一
、

四
〇
二
万
八
千
円
を
追
加

し
九
億
九
、
六
一
二
万
四

千
円
と
す
る
も
の
。

　
馬
場
國
勝
氏
を
満
場
一

致
で
同
意
・
答
申
し
た
。

（
設
置
理
由
）

　
本
町
の
将
来
を
左
右
す

る
合
併
問
題
に
つ
い
て
、

禍
根
を
残
さ
な
い
選
択
と

決
断
を
行
う
事
が
議
会
の

責
務
と
考
え
る
た
め
。

　
委
員
長
・
福
永
栄
助
議
員

　
副
委
員
長
・
大
山
真
理
子
議
員

（
提
案
理
由
）

　
平
成
一
四
年
の
年
末
警

戒
中
に
消
防
団
員
が
起
こ

し
た
交
通
事
故
は
、
社
会

通
念
上
い
た
し
か
た
な
く

発
生
し
た
事
故
と
は
考
え

が
た
く
、
次
の
と
お
り
町

監
査
委
員
に
対
し
監
査
請

求
を
行
う
も
の
で
あ
る
。

一
、
賠
償
責
任
の
有
無
及

び
賠
償
額
に
つ
い
て

二
、
監
査
結
果
の
報
告
期
限

　
平
成
一
五
年
六
月
一
五

日
迄
。

賛
成
少
数
で
否
決
。

　
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
に

四
七
万
七
千
円
を
追
加
し

六
〇
億
四
七
万
七
千
円
と

す
る
も
の
。

　
こ
れ
は
、
消
防
団
員
に

よ
る
交
通
事
故
に
伴
う
消

防
団
員
か
ら
の
寄
附
に
よ

る
も
の
で
あ
る
。

年
末
警
戒
中
の
消
防
団
員
に

よ
る
事
故
。
―
和
解
・
損
害

賠
償
額
決
定
を
可
決
―

平
成
一
五
年
度
　
公
共
下

水
道
特
別
会
計
補
正
予
算

を
可
決

平
成
一
五
年
度
　
介
護
保

険
特
別
会
計
補
正
予
算
を

可
決

平
成
一
五
年
度
　
一
般

会
計
補
正
予
算
を
可
決

―
監
査
委
員
の

　
　
　
選
任
を
同
意
―

長
洲
町
合
併
問
題
調
査

特
別
委
員
会
を
設
置

「
消
防
団
員
の
交
通
事
故

に
関
す
る
監
査
請
求
」
を

否
決 議

員
提
案



平
成
一
五
年
度

 
一
般
会
計
補
正
予
算

条
例
制
定
・
一
部
改
正

老
人
保
健
特
別
会
計

７ ４

支援費等支援費等  1,404  1,404万円を可決万円を可決支援費等  1,404万円を可決
　
平
成
一
五
年
第
二
回
定
例
会
は
、
六
月
一
八
日
（
水
）
に
開
会
。
台
風
接
近
に
伴
い

　
三
日
間
延
長
し
、
会
期
を
二
三
日
（
月
）
迄
の
六
日
間
と
定
め
た
。

　
町
長
提
出
議
案
は
、
条
例
の
制
定
一
件
、
一
部
改
正
二
件
、
補
正
予
算
二
件
、
請
願
一

件
、　
そ
の
他
二
件
が
上
程
さ
れ
た
。

　
な
お
、
総
務
常
任
委
員
会
、
文
教
厚
生
常
任
委
員
会
・
建
設
経
済
常
任
委
員
会
・
議
会

　
運
営
委
員
会
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
調
査
事
件
に
つ
い
て
、
継
続
調
査
す
る
こ
と
に
な
っ

　
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額

に
一
、
四
〇
四
万
三
千
円

を
追
加
し
、
総
額
を
六
〇

億
一
、
四
五
二
万
円
と
す

る
も
の
で
あ
る
。

（
原
案
可
決
）

（
内
訳
）

 

歳
　
入

●
社
会
福
祉
費
補
助
金

　
障
害
児
夏
休
み
デ
イ
サ

ー
ビ
ス
事
業
補
助
金

三
八
万
六
千
円

●
文
化
振
興
費
補
助
金

　
文
化
体
験
プ
ロ
グ
ラ
ム

支
援
補
助
金一

、
五
三
五
万
円

 

歳
　
出

●
一
般
管
理
費

　
玉
名
地
域
一
市
八
町
合

併
協
議
会
負
担
金

三
九
六
万
五
千
円

●
金
魚
と
鯉
の
郷
広
場
費

　
修
繕
料

一
〇
一
万
一
千
円

●
商
工
費

　
長
洲
町
特
別
小
口
資
金

融
資
制
度
利
子
補
給
金

一
二
二
万
六
千
円

　
熊
本
県
信
用
保
証
協
会

保
証
料
補
給
金

二
八
八
万
八
千
円

●
総
合
文
化
施
設
費

　
文
化
体
験
プ
ロ
グ
ラ
ム

支
援
実
行
委
員
会
委
託
料

条
例
制
定

◎
な
が
す
未
来
館
条
例
等

の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
の
制
定
に
つ
い
て

（
制
定
理
由
）

　
公
の
施
設
が
、
反
社
会
的

集
団
で
あ
る
暴
力
団
の
威

力
誇
示
及
び
活
動
資
金
獲

得
な
ど
、
暴
力
団
組
織
の
維

持
発
展
の
目
的
の
た
め
に

使
用
さ
れ
る
こ
と
を
阻
止

す
る
体
制
を
整
備
す
る
た
め
。

一
括
条
例

◎
長
洲
町
総
合
ス
ポ
ー
ツ

セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管

理
に
関
す
る
条
例
の
一

部
改
正

◎
長
洲
町
文
化
セ
ン
タ
ー

条
例
の
一
部
改
正

◎
長
洲
町
健
康
福
祉
セ
ン

タ
ー
条
例
の
一
部
改
正

◎
長
洲
町
地
域
福
祉
セ
ン

タ
ー
条
例
の
一
部
改
正

◎
長
洲
町
保
健
セ
ン
タ
ー

設
置
及
び
管
理
に
関
す

る
条
例
の
一
部
改
正

◎
長
洲
町
公
園
条
例
の
一

部
改
正

◎
金
魚
と
鯉
の
郷
広
場
条

例
の
一
部
改
正

（
原
案
可
決
）

◎
長
洲
町
手
数
料
条
例
の

一
部
改
正

※
住
民
票
の
広
域
交
付
一

通
に
つ
き
三
〇
〇
円

※
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド

交
付
一
通
に
つ
き
五
〇

〇
円

◎
長
洲
町
重
度
心
身
障
害

者
医
療
費
助
成
に
関
す

る
条
例
の
一
部
改
正
に

つ
い
て

（
改
正
理
由
）

　
平
成
一
五
年
四
月
一
日

か
ら
熊
本
県
の
重
度
医
療

費
補
助
対
象
経
費
に
訪
問

看
護
利
用
料
が
追
加
さ
れ

た
こ
と
に
伴
い
、
本
町
に
お

い
て
も
訪
問
看
護
利
用
料

を
重
度
心
身
障
害
者
医
療

費
の
助
成
対
象
と
す
る
こ

と
が
妥
当
で
あ
る
と
判
断

さ
れ
る
為
。

（
原
案
可
決
）

 

歳
　
出

●
老
人
保
健
医
療
費
等
返

還
金

一
、
三
七
〇
万
五
千
円

未　来　館



請
願
審
査
報
告

委
員
長
　

田
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６月定例会６月定例会
文化体験プログラム文化体験プログラム
６月定例会
文化体験プログラム

文
教
厚
生
常
任
委
員
会

委
員
長
　
城 

戸
　
清 

剛

　
今
期
定
例
会
時
、
文
教

厚
生
常
任
委
員
会
に
付
託

さ
れ
た
請
願
第
一
号
「
義

務
教
育
の
根
幹
を
な
す
義

務
教
育
費
国
庫
負
担
制
度

の
堅
持
に
関
す
る
請
願
」

の
審
査
の
結
果
は
次
の
と

お
り
で
あ
る
。

　
本
請
願
書
に
つ
き
、
六

月
二
〇
日
全
委
員
出
席
の

も
と
に
開
催
し
、
本
件
の

紹
介
者
で
あ
る
福
永
議
員

に
出
席
を
求
め
、
請
願
の

趣
旨
や
請
願
の
要
旨
の
内

容
説
明
を
求
め
た
。

　
要
旨
の
概
略
は
次
の
と

お
り
。
改
革
案
提
出
の
財

務
省
と
し
て
は
、
国
の
財

政
事
情
を
理
由
に
、
本
負

担
制
度
を
見
直
す
と
い
う

も
の
。

　
又
、
文
部
科
学
省
は
、
本

制
度
は
国
の
将
来
の
必
要

不
可
欠
な
制
度
で
あ
る
と

主
張
。

　
総
務
省
は
、
地
方
分
権

を
進
め
る
立
場
か
ら
税
源

委
譲
を
条
件
に
現
行
制
度

の
廃
止
や
縮
減
を
主
張
し

て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
こ
と
で
、

政
府
は
国
庫
補
助
や
負
担
金
、

あ
る
い
は
地
方
交
付
税
、

そ
し
て
税
源
委
譲
の
改
革

案
を
ま
と
め
る
予
定
で
作

業
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。

　
従
っ
て
、
委
員
か
ら
紹

介
議
員
に
対
し
質
疑
を
行
い
、

紹
介
議
員
退
席
後
、
慎
重

審
議
し
た
結
果
、
国
は
当

然
義
務
教
育
に
関
す
る
一

切
の
責
任
義
務
は
、
国
が

負
う
と
い
う
基
本
的
な
本

請
願
の
趣
旨
か
ら
し
て
、

こ
の
請
願
に
つ
い
て
採
決

を
行
っ
た
。

　
採
決
の
結
果
、
全
員
賛

成
で
こ
の
請
願
は
「
採
決

す
べ
き
も
の
」
と
結
論
に

達
し
た
。

建
設
経
済
常
任
委
員
会

　
請
願
第
五
号
「
国
民
の
主

食
、
米
の
生
産
を
守
り
、
国

民
に
安
定
供
給
を
は
か
る

米
政
策
の
実
現
を
求
め
る

意
見
の
提
出
に
つ
い
て
の

請
願
書
」
の
審
査
結
果

一
、
第
一
回
常
任
委
員
会

　
平
成
一
四
年
一
二
月
一

八
日
役
場
第
一
委
員
会
室
、

当
日
は
紹
介
議
員
「
川
本
議

員
」
に
出
席
要
求
し
主
旨
説

明
を
求
め
た
。

○
主
旨

一
、
食
管
制
度
の
廃
止
に
よ

る
市
場
原
理
の
導
入
、
減
反

拡
大
や
ミ
ニ
マ
ム
・
ア
ク
セ

ス
米
の
輸
入
で
米
価
が
暴

落
し
、
水
田
農
業
経
営
が
困

難
な
状
況
に
あ
り
、
国
民
の

主
食
で
あ
る
米
の
安
定
供

給
が
危
ぶ
ま
れ
て
い
る
事

態
で
あ
る
。

一
、
平
成
一
四
年
一
二
月

に
決
定
さ
れ
た
「
米
政
策

改
革
大
綱
」
は
、
現
状
が
生

産
者
の
責
任
で
あ
る
か
の

よ
う
に
主
張
さ
れ
、
米
の

生
産
と
流
通
を
さ
ら
に
市

場
原
理
に
委
ね
よ
う
と
し

て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
中
で
、

米
の
自
給
を
維
持
し
、
米

の
需
要
と
価
格
に
国
が
責

任
を
持
ち
、
農
家
の
工
夫

や
努
力
が
生
か
せ
る
米
政

策
に
転
換
す
る
こ
と
が
地

域
農
業
を
守
る
も
の
で
あ
る
。

紹
介
議
員
の
退
室
後
、
各

議
員
意
見
交
換
を
行
い
、

本
請
願
を
審
査
す
る
に
当

た
り
、「
米
の
政
策
改
革
大

綱
」
を
十
分
理
解
す
る
た

め
全
会
一
致
で
継
続
審
査

と
す
る
こ
と
に
し
た
。

一
、
第
二
回
常
任
委
員
会

平
成
一
五
年
二
月
二
一
日

各
委
員
よ
り
活
発
な
意
見

交
換
が
行
わ
れ
、「
農
業
の

現
状
に
つ
い
て
も
十
分
理

解
が
必
要
で
あ
る
こ
と
か

ら
継
続
審
議
と
し
た
。

一
、
第
三
回
常
任
委
員
会

平
成
一
五
年
三
月
一
八
日
請

願
事
項
で
あ
る
暴
落
し
た
米

価
回
復
と
国
民
へ
の
安
定
供

給
、
ま
た
減
反
の
要
因
で
あ

る
ミ
ニ
マ
ム
・
ア
ク
セ
ス

米
の
輸
入
の
削
減
、
廃
止
に

伝統文化を子供たちへ
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つ
い
て
は
理
解
出
来
る
が
「
米

政
策
改
革
大
綱
」
の
中
止

に
つ
い
て
は
判
断
し
難
い

と
の
意
見
で
全
会
一
致
に

て
継
続
審
査
と
す
る
。

一
、
第
四
回
常
任
委
員
会

平
成
一
五
年
五
月
八
日
ミ

ニ
マ
ム
・
ア
ク
セ
ス
米
の

輸
入
の
削
減
・
廃
止
に
つ

い
て
は
賛
同
出
来
る
、
し

か
し
「
米
政
策
改
革
大
綱
」

は
国
民
的
な
観
点
に
立
っ

た
政
策
で
あ
り
、
そ
の
政

策
を
中
止
す
る
こ
と
に
は

賛
同
出
来
な
い
と
の
結
論

に
達
し
全
会
一
致
で
不
採

択
と
す
べ
き
も
の
と
決
定

し
た
。

　
本
会
議
に
お
い
て
も
不

採
択
と
な
っ
た
。

　
請
願
第
五
号
、
建
設
経
済

常
任
委
員
長
の
報
告
に
反
対

し
、
請
願
主
旨
に
賛
成
の
立

場
か
ら
討
論
し
た
い
。

　
現
在
の
よ
う
に
、
米
づ
く

り
が
大
い
に
取
れ
る
よ
う
な

状
況
を
つ
く
っ
て
い
な
が
ら

政
府
は
輸
入
米
を
入
れ
、
減

反
は
毎
年
拡
大
さ
れ
て
、
本

年
度
は
一
〇
六
万
ヘ
ク
タ
ー

ル
と
言
わ
れ
て
い
る
。

　
請
願
主
旨
は
、
今
回
の
「
米

対
策
改
革
大
綱
」
が
、
農
家

に
そ
の
責
任
を
転
嫁
す
る
。

国
が
守
る
べ
き
主
食
の
米
政

策
を
放
棄
す
る
と
い
う
こ
と
。

こ
の
政
策
改
革
大
綱
は
中
止

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思

う
。

　
農
家
に
責
任
を
転
嫁
し
て
、

減
反
を
強
要
し
、
ま
た
そ
の

転
作
を
し
て
、
い
ろ
い
ろ
な

奨
励
金
等
に
も
甚
だ
大
き
な

違
い
が
出
て
い
る
。
又
ミ
ニ

マ
ム
・
ア
ク
セ
ス
米
、
こ
れ

は
Ｗ
Ｔ
Ｏ
の
中
で
も
日
本
の

輸
入
穀
物
量
を
合
わ
せ
れ
ば
、

当
然
世
界
の
中
で
削
減
・
廃

止
を
で
き
る
と
言
う
こ
と
は
、

国
会
の
論
戦
で
も
明
ら
か
で

あ
る
。

　
私
は
、
長
洲
町
の
農
業
が

生
産
原
理
、
市
場
原
理
に
委

ね
れ
ば
、
今
後
益
々
大
変
な

状
況
に
な
る
。

　
海
岸
線
の
米
づ
く
り
は
、

日
毎
に
苦
し
い
状
況
を
考
え

る
な
ら
ば
、
こ
の
請
願
主
旨

に
議
員
諸
氏
が
賛
同
し
て
、

長
洲
町
の
農
業
と
米
を
守
る

立
場
に
立
つ
べ
き
で
あ
る
と

い
う
こ
と
を
主
張
し
て
賛
成

委
員
長
報
告
に
対
す
る
反
対
討
論

川 
本
　
幸 

昭 

議
員

「三位一体の改革」の早期
実現に関する意見書の提出

　
現
下
の
地
方
財
政
は
極
め

て
危
機
的
な
状
況
に
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
状
況
に
至
っ

た
背
景
に
は
、
バ
ブ
ル
経
済

崩
壊
後
の
景
気
低
迷
に
よ
り

大
幅
な
税
収
不
足
が
生
じ
た

ほ
か
、
国
の
景
気
対
策
に
よ

る
公
共
事
業
の
追
加
や
地
方

税
を
含
め
た
政
策
減
税
の
実

施
等
、
国
の
財
政
運
営
に
伴

い
地
方
財
政
に
お
い
て
も
財

源
不
足
が
拡
大
し
た
と
い
う

問
題
が
あ
る
。

　
か
か
る
危
機
的
な
財
政
状

況
を
打
開
す
る
た
め
に
は
、

も
と
よ
り
地
方
も
国
と
と
も

に
徹
底
し
た
行
財
政
改
革
を

推
進
す
べ
き
で
あ
る
が
、
我
々

は
、
財
政
構
造
改
革
の
真
髄

は
、
地
方
税
財
政
制
度
を
地

方
分
権
時
代
に
相
応
し
い
も

の
に
切
り
換
え
て
い
く
こ
と

に
あ
る
と
考
え
る
。

　
現
在
、
三
位
一
体
の
改
革

に
つ
い
て
は
、「
骨
太
の
方

針
第
二
弾
」
に
基
づ
き
経
済

財
政
諮
問
会
議
に
お
い
て
六

月
末
を
目
途
に
改
革
案
を
取

り
ま
と
め
る
べ
く
、
大
詰
め

の
検
討
作
業
が
進
め
ら
れ
て

い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
三

位
一
体
の
改
革
は
、
あ
く
ま

で
も
地
方
分
権
の
理
念
の
実

現
を
基
本
に
据
え
て
推
進
し

て
い
く
べ
き
も
の
と
考
え
る
。

　
そ
の
た
め
に
は
、
歳
出
面

に
お
い
て
国
の
関
与
の
廃
止
・

縮
減
に
よ
り
地
方
の
自
由
度

を
高
め
る
と
と
も
に
、
歳
入

面
に
お
い
て
も
、
受
益
と
負

担
の
関
係
の
明
確
化
を
図
る

観
点
か
ら
地
方
歳
入
に
占
め

る
地
方
税
の
割
合
を
高
め
て

い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

　
よ
っ
て
、
政
府
・
国
会
に

お
い
て
は
、
国
か
ら
地
方
へ

の
税
源
移
譲
を
基
軸
に
国
庫

補
助
負
担
金
を
廃
止
・
縮
減

し
、
地
方
交
付
税
に
つ
い
て

は
、
地
方
公
共
団
体
が
標
準

的
な
行
政
水
準
を
確
保
で
き

る
た
め
の
財
源
保
障
は
国
の

責
務
で
あ
る
と
の
観
点
か
ら

地
方
交
付
税
制
度
を
堅
持
す

る
立
場
に
立
ち
、
三
位
一
体

の
改
革
を
早
期
に
実
現
す
る

よ
う
、
ま
た
、
そ
の
際
、
三
位

一
体
の
改
革
は
同
時
併
行
で

一
体
の
も
の
と
し
て
相
互
に

バ
ラ
ン
ス
を
図
り
な
が
ら
進

め
て
い
く
よ
う
、
強
く
要
望

す
る
。

　「三位一体の改革」の早期実現に関する
意見書は、次のとおり決定し、各大臣に送
付した。

継
続
審
査
・
調
査
事
件

継
続
審
査
・
調
査
事
件

総
務
常
任
委
員
会

「
調
査
事
件
」

①
行
財
政
改
革
に
つ
い
て

②
条
例
・
規
則
の
見
直
し

に
つ
い
て

議
会
運
営
委
員
会

「
調
査
事
件
」

　
次
の
定
例
会
及
び
定
例
会

ま
で
の
間
に
開
か
れ
る
、
臨

時
会
運
営
の
基
本
的
事
項
（
会

期
・
会
期
日
程
等
）、
そ
の
他

議
長
の
諮
問
に
関
す
る
事
項

の
調
査
に
つ
い
て

建
設
経
済
常
任
委
員
会

「
調
査
事
件
」

①
有
明
海
の
環
境
保
全
に
つ
い

て
②
農
業
・
養
漁
業
の
振
興
策
に

つ
い
て

③
商
業
活
性
化
対
策
に
つ
い

て
④
長
洲
小
学
校
校
舎
建
設
工

文
教
厚
生
常
任
委
員
会

「
調
査
事
件
」

①
教
育
環
境
に
つ
い
て

②
少
子
・
高
齢
化
対
策
に

つ
い
て

③
ゴ
ミ
問
題
に
つ
い
て

④
上
下
水
道
の
事
業
等
に

つ
い
て

　
各
常
任
委
員
会
の
議
会

閉
会
中
の
継
続
審
査
・
調

査
申
出
書
が
、
次
の
と
お

り
提
出
さ
れ
承
認
さ
れ
た
。
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一　般　質　問

町政のここが
聞きたい

町政のここが町政のここが
聞きたい聞きたい

町政のここが
聞きたい

ど
う
す
る
名
石
浜
地
先
の
ゴ
ミ
清
掃

Ｑ

宮 

島
　
省 

一 

議
員

名
石
浜
地
先
の
堤
防

の
内
外
に
は
釣
り
人

が
持
ち
込
ん
だ
飲
食
物
の

容
器
や
携
帯
用
ガ
ス
ボ
ン

ベ
等
無
数
に
散
乱
し
て
い

る
。
町
は
こ
の
現
状
を
ど

う
考
え
る
か
。

Ａ
堤
防
の
入
口
左
側
に

は
「
ご
み
ポ
イ
捨
て

禁
止
」
の
看
板
を
設
置
し
、

正
面
に
は
罰
則
を
表
示
し

た
不
法
投
棄
禁
止
の
看
板

を
設
置
し
て
い
る
が
、
マ

ナ
ー
の
低
い
釣
り
人
の
為

多
く
の
ゴ
ミ
が
捨
て
ら
れ

て
い
る
。

　
昨
年
度
は
町
内
の
釣
り

人
に
ゴ
ミ
監
視
員
の
腕
章

を
六
人
分
配
布
し
、
魚
釣

り
の
都
度
腕
章
を
付
け
て

も
ら
っ
て
い
る
が
そ
の
効

果
が
少
し
で
は
あ
る
が
表

わ
れ
て
い
る
。
今
後
県
と

連
携
を
図
り
、
釣
り
人
が

ゴ
ミ
を
捨
て
ず
に
持
ち
帰

る
よ
う
啓
発
運
動
に
努
め

る
。

Ｑ
今
回
の
調
査
か
ら
釣

り
人
の
約
七
〇
％
は

町
外
の
人
で
あ
り
、
ゴ
ミ

総
量
の
七
〇
％
は
町
外
の

人
が
捨
て
た
こ
と
に
な
る
。

　
町
は
思
い
切
っ
て
立
入

り
禁
止
区
域
と
す
べ
き
と

考
え
る
が
ど
う
か
。

Ｑ
防
波
堤
又
は
防
波
壁

と
し
て
造
ら
れ
た
も

の
で
あ
り
、
釣
り
場
と
し
て

造
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
。

　
従
っ
て
「
ポ
イ
捨
て
条

例
」
の
早
期
実
施
を
行
う

べ
き
だ
と
考
え
る
が
。

Ａ
出
来
る
限
り
啓
発
運

動
を
続
け
改
善
を
図

る
が
、
あ
ま
り
に
も
悪
い
状

態
が
続
く
よ
う
で
あ
れ
ば

立
入
禁
止
に
つ
い
て
県
と

相
談
す
る
こ
と
も
考
え
な

く
て
は
い
け
な
い
と
思
う
。

Ａ
有
明
沿
岸
サ
ミ
ッ
ト

運
営
協
議
会
が
あ
る

の
で
強
く
提
言
を
し
、
広
域

的
に
一
体
と
な
っ
た
「
ポ
イ

捨
て
禁
止
条
例
」
が
制
定
出

来
る
よ
う
、
努
力
し
て
ゆ
く
。─ これが今の現状 ─
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合
併
後
の
財
政
計
画
を
考
え
る

Ｑ

福 

永
　
栄 

助 

議
員

事
務
管
理
体
制
の
確
立
を
早
く

大
山 

真
理
子 

議
員

新
市
（
新
し
い
市
）
に

お
け
る
、
合
併
後
二

〇
年
間
ぐ
ら
い
の
財
政
シ

ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
（
財
政
計

画
）
を
作
成
し
、
住
民
説
明

会
で
説
明
す
べ
き
だ
と
考

え
る
が
。

Ａ
合
併
協
議
会
で
、
新
市

建
設
計
画
策
定
の
た

め
構
成
市
町
の
計
画
を
取
り

ま
と
め
、
今
後
住
民
の
意
見

の
集
約
、
財
源
の
裏
付
け
、

事
業
調
整
等
を
行
い
秋
ご
ろ

迄
に
作
成
し
、
町
の
説
明
責

任
も
あ
る
の
で
、
住
民
に
説

明
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

Ｑ
財
政
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ

ン
を
作
成
す
る
場
合
に
、

合
併
特
例
債
の
五
七
〇
億
円

を
限
度
い
っ
ぱ
い
発
行
す
る
、

七
割
発
行
す
る
、
五
割
発
行

す
る
、
そ
の
三
通
り
、
そ
の
発

行
期
間
を
一
〇
年
均
等
割
、

五
年
均
等
割
の
二
通
り
、
そ

れ
と
償
還
方
法
が
三
年
据
え

置
き
で
、
償
還
期
間
を
二
〇

年
間
と
し
て
、
提
示
し
て
い

た
だ
く
様
、
要
望
し
て
お
き

Ａ
合
併
協
議
会
そ
れ
か

ら
関
係
部
会
、
分
科

会
等
で
前
向
き
に
検
討
さ

せ
て
い
た
だ
き
た
い
。

Ｑ
平
成
一
七
年
一
月
で

合
併
と
想
定
し
て
、

普
通
交
付
税
が
約
一
八
四

億
と
聞
い
て
い
る
が
、
合

併
後
一
六
年
目
の
一
本
算

定
に
よ
る
普
通
交
付
税
は
、

ど
の
く
ら
い
に
な
る
の
か
。

Ａ
人
口
だ
け
で
い
う
と
、

一
二
万
都
市
に
な
る
。

大
分
県
の
別
府
市
、
宮
崎

県
の
延
岡
市
が
一
二
万
都

市
に
あ
た
る
。
単
純
に
非

常
に
乱
暴
な
比
較
で
申
し

訳
ご
ざ
い
ま
せ
ん
が
、
同

じ
様
な
人
口
で
み
た
と
し

た
時
に
、
平
均
し
て
約
九

〇
億
円
ぐ
ら
い
で
、
約
一

八
〇
億
対
九
〇
億
で
二
分

の
一
ぐ
ら
い
に
な
る
と
予

想
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

Ｑ
幼
稚
園
就
園
奨
励
費

の
事
務
ミ
ス
が
一
二

〜
一
三
年
度
に
発
生
し
て

い
る
。
過
払
い
分
と
処
分

の
結
果
は
ど
う
な
っ
た
の
か
。

Ａ
一
四
年
一
〇
月
一
日

付
で
、
停
職
一
月
、

減
給
十
分
の
一
、
一
月
が

各
一
名
、
戒
告
二
名
、
文
書

訓
告
二
名
の
処
分
を
し
た
。

　
過
払
い
分
は
更
正
事
務

を
継
続
中
で
あ
る
。

Ｑ
返
納
し
た
人
と
し
て

い
な
い
人
が
い
る
。

そ
の
バ
ラ
ン
ス
を
ど
う
す

る
の
か
。
住
民
に
多
大
な

迷
惑
を
か
け
た
事
を
考
え

れ
ば
、
教
育
長
の
処
分
は

条
例
改
正
を
議
会
に
出
し
て
、

再
発
防
止
へ
向
け
た
方
が

良
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

Ａ
隠
し
て
何
か
を
し
て

い
る
と
い
う
事
は
、

毛
頭
な
い
。
解
決
に
向
け

努
力
し
て
い
る
が
、
返
納

が
進
ま
な
い
状
況
で
あ
る
。

Ｑ
公
金
を
扱
う
最
高
責

任
者
と
し
て
、
何
が

一
番
大
切
な
事
と
捉
え
ら

れ
て
い
る
か
。

Ａ
公
金
だ
か
ら
、
当
然

間
違
い
の
な
い
よ
う
に
。

間
違
っ
た
場
合
は
素
直
に

そ
の
事
を
認
め
、
住
民
に

説
明
を
し
て
正
し
く
し
て

い
く
よ
う
に
職
員
に
言
っ

て
い
る
。

Ｑ
合
併
住
民
説
明
会
の

開
催
日
時
、
場
所
等

工
夫
す
べ
き
点
が
あ
る
の

で
は
な
い
か
。

Ａ
開
催
方
法
に
つ
い
て
は
、

合
併
問
題
懇
話
会
の

意
見
を
伺
い
検
討
し
た
結
果
、

毎
月
一
回
、
未
来
館
ホ
ー

ル
で
の
開
催
と
な
っ
た
。

多
く
の
方
が
参
加
で
き
る

よ
う
、
開
催
日
の
調
整
を

図
り
た
い
。

Ｑ
説
明
会
で
出
さ
れ
た

意
見
の
中
で
、
合
併

協
議
会
に
持
ち
上
げ
た
方

が
い
い
も
の
は
、
ど
の
よ

う
に
反
映
さ
せ
る
の
か
。

Ａ
職
員
担
当
の
分
科
会
、

専
門
部
会
で
協
議
し
、

小
委
員
会
に
上
げ
た
り
、

四
名
の
協
議
会
委
員
が
意

見
を
発
言
す
る
。

住民の為の合併協議を

合
併
住
民
説
明
会
の
開
催
方
法
は
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Ｑ
五
ヶ
町
清
掃
セ
ン
タ

ー
建
設
用
地
取
得
に

対
し
、
地
域
振
興
策
と
し
て
、

一
億
円
を
提
示
さ
れ
た
が
、

住
民
の
反
応
は
。

Ｑ
通
学
道
路
と
し
て
問

わ
れ
る
地
域
福
祉
セ

ン
タ
ー
付
近
の
側
溝
蓋
改

良
工
事
は
い
つ
着
工
す
る

の
か
。

Ｑ
宮
野
地
区
内
の
道

路
の
安
全
環
境
整

備
の
件
で
向
野
踏
切
、

う
え
の
改
良
工
事
の
段

差
の
大
き
い
道
路
施
工

は
何
故
か
。

Ａ

Ａ
一
四
年
度
に
五
〇

メ
ー
ト
ル
程
、
施

工
し
た
が
都
合
に
よ
り

予
定
区
間
の
施
工
が
出

来
ず
、
段
差
の
部
分
は

オ
ー
バ
レ
イ
で
対
応
し
設

計
改
良
部
分
は
設
計
通
り

で
あ
る
が
、
安
全
性
に
配

慮
し
た
施
工
に
な
っ
て
お

ら
ず
、
今
後
の
工
事
に
よ

り
十
分
配
慮
し
た
施
工
で

対
応
し
そ
の
箇
所
も
解
消

し
て
い
き
た
い
。

Ａ
側
溝
改
良
で
は
な
く

フ
ラ
ッ
ト
歩
道
を
設

置
し
た
、
道
路
改
良
を
考

え
て
い
る
。
施
工
延
長
三

六
〇
メ
ー
ト
ル
、
町
総
合

振
興
実
施
計
画
に
沿
っ
て

平
成
一
六
年
か
ら
工
事
に

着
工
し
た
い
。

一
億
円
の
財
政
負
担

に
つ
い
て
は
、
上
沖

洲
対
策
委
員
会
に
行
政
側

か
ら
提
示
し
た
と
こ
ろ
で

あ
る
。
明
日
（
六
月
一
九
日
）

対
策
委
員
会
と
具

体
的
に
協
議
を
重
ね
、

ダ
イ
オ
キ
シ
ン
、

排
水
、
環
境
に
対

す
る
不
安
に
対
し
、

現
在
の
機
械
の
説

明
を
十
二
分
に
行
い
、

施
設
へ
の
理
解
と

ご
協
力
に
対
し
、

地
域
振
興
策
を
惜

し
ま
な
い
と
こ
ろ

で
あ
る
。
今
後
も

施
設
研
修
等
を
重

ね
協
議
し
、
理
解

を
深
め
た
い
。

　
ま
た
新
年
度
か

ら
現
在
ま
で
の
ゴ

ミ
の
現
況
に
つ
い
て
は
、

処
理
費
五
ヶ
町
で
四
億
五
、

四
八
二
万
八
、
五
〇
〇
円
で
、

処
理
費
が
九
、
六
二
六
ト
ン
、

処
理
費
が
一
ト
ン
あ
た
り

消
費
税
を
加
え
、
四
万
七
、

二
五
〇
円
で
約
三
倍
強
の

負
担
増
に
な
っ
て
い
る
。

本
町
分
は
三
、
七
〇
二
ト

ン
が
見
込
ま
れ
、
一
億
七
、

四
九
一
万
で
五
町
全
体
の

三
割
強
が
長
洲
町
分
で
あ
り
、

ゴ
ミ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
自

治
体
で
処
理
す
る
こ
と
で

あ
り
、
一
町
単
独
で
は
補

助
金
が
出
な
い
し
、
五
町

の
合
意
に
至
っ
た
。
以
上

の
観
点
か
ら
長
洲
町
に
と

依
頼
が
あ
り
、
用
地
確
保

に
努
力
し
て
い
る
。

　
最
終
処
分
場
に
つ
い
て
は
、

化
粧
瓶
、
茶
碗
類
、
陶
器
類
、

リ
サ
イ
ク
ル
出
来
な
い
部

類
を
最
初
に
計
画
し
た
が
、

住
民
の
皆
様
方
の
不
安
が

あ
る
の
で
、
処
分
場
の
変

更
を
考
え
て
お
り
、
民
間

業
者
に
お
願
い
す
る
こ
と

で
広
域
行
政
の
中
で
検
討

中
で
あ
る
。

　
今
後
の
課
題
と
し
て
、

五
町
合
意
で
「
な
ん
と
か

造
ら
な
け
れ
ば
と
長
洲
町

に
お
願
い
し
ま
す
。」
と
い

わ
れ
て
か
ら
九
ヶ
月
が
過

ぎ
よ
う
と
し
て
い
る
。
対

策
委
員
会
に
も
説
明
を
行
い
、

ど
こ
で
妥
協
点
を
見
出
せ

る
か
、
見
出
せ
な
い
時
は
、

ど
う
対
応
す
る
か
。
基
本

的
に
は
、
そ
う
い
う
ス
タ

ン
ス
で
い
き
た
い
。

長洲町から菊池市の処分場へ

段差に気をつけて

五
ヶ
町
清
掃
セ
ン
タ
ー
は
本
当
に

出
来
る
の
か

　 

田
　
　
　 

議
員

大
丈
夫
か
宮
野
地
区
道
路
の

安
全
性

杉 

本
　
勝 

彦 

議
員
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Ｑ
二
年
前
の
池
田
小
学

校
の
悲
惨
な
事
件
、

今
年
も
相
次
い
で
事
件
や

事
故
が
続
い
て
い
る
。
プ

ー
ル
で
の
事
故
死
、
福
岡

で
は
通
学
中
の
子
供
に
ガ

ソ
リ
ン
を
か
け
放
火
、
大

阪
で
は
い
ま
だ
に
子
供
が

行
方
不
明
。

　
長
洲
町
で
は
学
校
や
児

童
に
対
す
る
安
全
対
策
は
。

　
又
、
幼
稚
園
奨
励
費
の

問
題
も
、
担
当
課
だ
け
で

な
く
教
育
委
員
会
全
体
で

早
急
に
解
決
を
。

Ｑ
ゴ
ミ
の
減
量
化
・
資

源
化
は
当
然
で
あ
り
、

二
一
世
紀
は
環
境
を
守
る

世
紀
に
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
長
洲
町
の
減
量
化
の

実
態
は
。

　
私
は
、
名
石
浜
へ
の
焼
却

場
問
題
で
、
昨
年
九
月
と
今

年
三
月
に
質
問
し
、
住
民
の

意
思
を
尊
重
し
て
、
建
設
を

白
紙
に
戻
す
よ
う
主
張
し

て
き
た
。
子
供
会
か
ら
も
嘆

願
書
が
出
て
い
る
。
こ
れ
は

将
来
を
心
配
さ
れ
て
の
こ
と
、

建
設
撤
回
を
。

Ｑ
子
育
て
支
援
と
少
子

化
対
策
に
つ
い
て
だ
が
、

児
童
数
の
減
少
は
、
学
級
数

の
減
少
、
単
位
子
供
会
の
統

廃
合
な
ど
、
地
域
活
動
に
様
々

な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。

出
生
率
を
見
て
も
県
内
は
一
、

五
人
で
あ
る
。
そ
ん
な
中
第

三
子
、
そ
れ
以
降
を
産
み
育

て
て
い
る
多
子
世
帯
も
少

な
く
な
い
。
こ
の
様
な
多
子

世
帯
へ
は
、
祝
い
金
や
助
成

金
が
あ
っ
て
然
る
べ
き
と

考
え
る
が
。

Ａ
学
校
管
理
規
則
に
基

づ
き
校
長
が
計
画
を

作
成
、
火
災
、
交
通
、
侵
入

犯
等
を
想
定
、
緊
急
連
絡
等

を
決
め
、
職
員
会
議
で
常
に

認
識
を
高
め
て
い
る
。

　
学
校
内
事
故
に
つ
い
て
は
、

県
と
の
連
携
を
は
か
り
、
外

部
か
ら
の
侵
入
犯
な
ど
に

は
危
機
管
理
マ
ニ
ュ
ア
ル

に
よ
り
対
策
を
講
じ
て
い
る
。

年
に
一
、
二
回
避
難
訓
練
を

実
施
し
て
危
機
意
識
の
高

揚
を
図
っ
て
い
る
。
幼
稚
園

奨
励
費
問
題
も
次
の
教
育

委
員
会
で
検
討
し
た
い
。

Ａ
昨
年
か
ら
分
別
収
集

と
資
源
ゴ
ミ
の
回
収

を
実
施
し
て
い
る
。
可
燃

ゴ
ミ
は
平
成
一
三
年
が
五
、

一
一
三
ト
ン
、
一
四
年
が
三
、

六
六
六
ト
ン
で
二
八
％
の

減
量
で
す
。

　
清
掃
施
設
に
つ
い
て
は
、

住
民
の
理
解
が
必
要
と
考
え
、

説
明
会
等
を
行
い
、
上
沖

洲
区
の
対
策
委
員
会
と
協

議
を
行
っ
て
い
る
。
撤
回

は
し
な
い
。

Ｑ
高
齢
化

が
進
む

中
、
ま
た
障

害
を
持
つ
人

達
へ
も
優
し
い
、

利
用
し
や
す

い
陸
の
玄
関

口
で
あ
る
為
に
、

長
洲
駅
に
エ

レ
ベ
ー
タ
ー

の
設
置
が
欠

か
せ
な
い
と

考
え
る
が
。

Ａ
人
に
や
さ
し
く
住
み

よ
い
ま
ち
づ
く
り
推

進
の
為
に
も
必
要
な
事
業

と
考
え
る
が
現
時
点
で
は

財
政
的
に
難
し
い
中
・
長

期
的
事
業
と
し
て
位
置
づ

け
取
り
組
ん
で
い
く
。
ま

た
合
併
に
伴
う
新
市
建
設

計
画
へ
の
当
事
業
の
認
定

へ
向
け
努
力
し
て
い
く
。

Ａ
昨
年
度
策
定
の
長
洲

町
子
供
未
来
プ
ラ
ン

に
よ
り
様
々
な
支
援
を
計

画
し
て
い
る
が
、
質
問
の

多
子
世
帯
へ
の
助
成
制
度

も
大
い
に
検
討
の
余
地
あ

り
と
考
え
る
。
関
係
機
関

の
支
援
を
働
き
か
け
な
が

ら
実
施
へ
向
け
検
討
し
て

い
く
。

Ｑ
不
妊
症
で
悩
ま
れ
る

夫
婦
の
割
合
は
、
一

〇
組
に
一
組
と
い
う
。
現
在

こ
の
不
妊
治
療
に
は
医
療

保
険
が
適
用
さ
れ
な
い
為
、

経
済
的
理
由
で
治
療
を
断

念
す
る
夫
婦
も
少
な
く
な
い
。

少
子
化
対
策
の
一
環
と
捉

え
治
療
費
の
一
部
に
助
成

す
る
考
え
は
な
い
か
。

Ａ
全
国
で
約
四
〇
の
自
治

体
で
助
成
事
業
が
展
開

さ
れ
て
い
る
。
国
と
し
て
も

助
成
の
方
向
で
検
討
が
さ
れ

て
お
り
、
実
施
の
可
能
性
が

見
込
ま
れ
る
。
今
後
の
状
況

を
見
守
り
、対
応
を
図
り
た
い
。

ＪＲ長洲駅にエレベーターを
市 原　一 則 議員

学
校
・
児
童
の
安
全
対
策
は

川 

本
　
幸 

昭 

議
員

安全対策を万全に

高齢者・障害者にやさしい駅に

ゴ
ミ
・
環
境
問
題
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Ｑ
男
女
共
同
参
画
社
会

推
進
懇
話
会
が
再
編

さ
れ
た
が
「
町
男
女
共
同

参
画
計
画
」
に
つ
い
て
。

Ｑ
町
道
塩
屋
〜
赤
崎
線
（
赤

崎
公
民
館
よ
り
向
野

寄
り
）
は
、
道
路
拡
張
の
た

め
現
地
に
境
界
木
の
ク
イ

が
打
っ
て
あ
っ
た
が
、
そ

の
後
一
向
に
進
展
が
な
い
。

　
そ
の
遅
延
理
由
は
何
か
。

道
路
・
交
通
環
境
対
策
面

か
ら
、
早
急
な
整
備
が
必

要
と
思
う
が
。

Ａ
先
ず
地
域
で
の
問
題

点
等
を
広
い
視
野
で

把
握
し
た
上
で
、
そ
の
推

進
方
策
を
決
定
し
て
い
く
。

　
今
後
町
と
し
て
は
、
懇

話
会
か
ら
の
意
見
や
提
言

書
等
を
踏
ま
え
、
本
事
業

の
推
進
に
努
め
る
。

Ｑ
本
町
で
も
「
男
女
参

画
計
画
プ
ラ
ン
」
の

策
定
が
必
要
だ
と
思
う
が
。

Ｑ
集
客
施
設
な
ど
の
管

理
者
に
、
他
人
の
煙

草
の
煙
を
吸
わ
さ
れ
る
受

動
喫
煙
防
止
を
盛
り
込
ん

だ
健
康
増
進
法
が
五
月
一

日
か
ら
施
行
さ
れ
た
。
本

町
の
各
施
設
の
分
煙
対
策

は
十
分
と
は
い
え
な
い
、

対
策
は
。

Ｑ
健
康
増
進
法
の
施
行

を
機
に
、
幼
稚
園
・
小
・

中
・
高
校
の
敷
地
内
で
の

喫
煙
を
禁
止
す
る
取
り
組

み
が
全
国
で
広
が
っ
て
い
る
。

　
教
育
現
場
に
お
け
る
受

動
喫
煙
防
止
対
策
は
。

Ａ
本
町
で
は
懇
話
会
に

お
い
て
、
事
業
推
進

に
つ
い
て
検
討
が
さ
れ
て

い
る
段
階
で
あ
り
、
地
域

の
特
性
や
実
情
に
応
じ
た

施
策
の
推
進
を
図
り
な
が

ら
取
り
組
ん
で
い
く
。

Ａ
本
町
と
し
て
も
可
能

な
限
り
喫
煙
室
を
設

置
し
、
設
置
が
困
難
で
あ

る
場
合
は
、
喫
煙
コ
ー
ナ

ー
を
設
置
す
る
。
な
が
す

未
来
館
に
お
い
て
は
喫
煙

場
所
を
設
け
、
排
煙
窓
を

開
放
し
て
、
注
意
し
て
い
る
。

又
、
分
煙
機
設
置
の
検
討

に
入
っ
て
い
る
。

Ａ
町
内
の
学
校
で
は
、

校
舎
内
禁
煙
は
二
校
、

分
煙
を
定
め
て
い
る
学
校

は
四
校
、
職
員
の
喫
煙
で

き
る
時
間
を
決
め
て
い
る

と
こ
ろ
は
一
校
で
あ
る
。

一
概
に
全
校
一
律
の
決
ま

り
は
無
理
と
思
わ
れ
る
。

　
今
後
、
県
内
、
管
内
の
状

況
等
を
十
分
、
共
に
検
討
し
、

そ
の
よ
う
な
方
向
に
今
後

し
て
い
き
た
い
と
考
え
て

い
る
。

Ａ
塩
屋
〜
赤
崎
線
の
赤

崎
地
内
道
路
改
良
事

業
に
つ
い
て
は
、
平
成
一

二
年
一
二
月
と
翌
一
三
年

三
月
に
赤
崎
公
民
館
で
事

業
説
明
会
を
開
催
し
て
い
る
。

　
現
在
、
同
路
線
は
起
点

側
か
ら
改
良
を
行
っ
て
い
る
。

予
定
区
間
の
用
地
確
保
の

事
務
作
業
も
、
今
後
工
事

と
並
行
し
て
実
施
し
た
い
。

今
年
度
用
地
交
渉
を
し
て

い
き
た
い
。

Ｑ
本
町
は
、
地
理
的
に

有
明
海
沿
い
東
西
に
、

国
道
五
〇
一
号
線
が
通
っ

て
お
り
、
統
計
上
一
二
時

間
に
約
六
、
〇
〇
〇
台
の

車
両
が
通
過
し
て
い
る
。

　
又
、
有
明
フ
ェ
リ
ー
や

Ｊ
Ｒ
長
洲
駅
等
不
特
定
多

数
の
利
用
車
（
者
）
が
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
交
通
需
要

と
不
況
脱
皮
の
起
爆
剤
と

し
て
”道
の
駅
“新
設
の
考

え
は
な
い
か
。

Ａ
最
近
全
国
に
”
道
の

駅
“等
が
あ
る
。
国
道

五
〇
一
号
が
北
上
す
る
時
に
、

今
漁
業
基
地
の
建
設
を
し

て
い
る
。

　
基
本
的
に
は
”道
の
駅
“だ

が
、
本
町
は
海
に
面
し
、
町

の
誇
り
で
夕
日
が
き
れ
い
。

海
が
あ
る
。
的
ば
か
い
が
あ

る
。
と
言
っ
た
海
に
愛
着
、

誇
り
が
あ
る
関
係
で
、
名

前
も
”海
の
駅
“と
考
え
て

い
る
。

　
漁
業
基
地
完
成
予
定
年

度
が
平
成
二
二
年
度
に
な

っ
て
い
る
。
県
よ
り
七
月

か
ら
盛
土
開
始
と
聞
い
て

い
る
関
係
で
、
平
成
二
二

年
度
完
成
に
”海
の
駅
“も

考
え
て
い
る
。

男女共同参画社会と受動喫煙
防止対策は 濱 村　芳 光 議員

道
路
拡
張
工
事
の
未
着
工
は

な
ぜ
か

城 

戸
　
清 

剛 

議
員

庁舎内喫煙場

狭い赤崎公民館以西の道路

地
場
産
業
振
興
策
の

”道
の
駅“新
設
は
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財政改善に取り組む長洲町

Ｑ
町
長
等
特
別
職
の
報

酬
に
つ
い
て
、
町
内

企
業
に
お
い
て
も
厳
し
い

経
営
を
強
い
ら
れ
、
従
業

員
の
給
料
引
下
げ
、
一
部

カ
ッ
ト
と
聞
き
及
ん
で
い
る
。

町
の
財
政
は
税
収
の
減
収
、

そ
れ
を
埋
め
る
た
め
に
借

金
す
る
な
ど
厳
し
い
状
況

で
あ
り
、
診
療
費
一
部
負

担
金
の
引
上
げ
、
介
護
保

険
料
の
引
上
げ
、
年
金
の

受
取
り
額
は
物
価
ス
ラ
イ

ド
で
引
下
げ
ら
れ
る
な
ど

で
生
活
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

報
酬
等
審
議
会
の
答
申
は
「
今

回
は
改
定
を
見
送
る
こ
と

が
適
当
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。」

と
の
結
論
で
あ
っ
て
、「
改

定
を
見
送
る
こ
と
が
適
当

で
あ
る
。」
と
言
う
断
言
は

さ
れ
て
な
い
。
こ
う
言
う

状
況
と
心
情
を
汲
取
っ
て
、

住
民
と
苦
楽
を
共
に
す
る

気
概
で
町
長
等
特
別
職
の

報
酬
を
引
き
下
げ
る
考
え

は
あ
る
か
。

Ａ
職
員
の
給
料
は
人
事

院
勧
告
に
準
じ
て
平

均
一
・
九
六
％
引
下
げ
を
し

た
。
そ
こ
で
町
長
、
助
役
、

収
入
役
、
教
育
長
及
び
議

員
に
つ
い
て
は
特
別
職
報

酬
等
審
議
会
に
報
酬
改
定

を
諮
問
し
た
結
果
「
一
般

職
は
期
末
手
当
と
勤
勉
手

当
の
合
計
支
給
率
が
四
・

六
五
ヶ
月
と
〇
・
〇
五
ヶ

月
の
マ
イ
ナ
ス
と
な
っ
て

い
る
が
、
特
別
職
に
は
勤

勉
手
当
の
支
給
は
な
い
。

期
末
手
当
が
〇
・
三
％
の

マ
イ
ナ
ス
で
あ
り
年
間
報

酬
に
し
た
場
合
、
特
別
職

は
二
・
一
五
％
の
減
額
で

あ
り
、
一
般
職
は
年
間
平

均
二
・
二
六
％
の
減
額
と

な
っ
て
お
り
、
特
別
職
と

一
般
職
と
の
間
に
大
き
な

格
差
は
な
い
と
し
て
、
今

回
は
改
定
を
見
送
る
こ
と

が
適
当
で
あ
る
。」
と
答
申

さ
れ
た
の
で
尊
重
し
て
据

置
き
と
し
た
。

特
別
職
の
報
酬
引
き
下
げ
の

考
え
は
な
い
か

一般質問とは
　一般質問とは、議員が議長の許可を

得て、行政全般にわたり執行機関に対

し事務の執行の状況、及び将来に対す

る方針等について所信を質し、あるい

は報告、説明を求め、

又疑問を質するこ

とを言う。
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文教厚生常任委員会

議 会 運 営 委 員 会委員長報告委員長報告委員長報告委員長報告
順
調
に
進
ん
で
い
る
長
洲
小
プ
ー
ル

建
設
工
事

文
教
厚
生
常
任
委
員
会

委
員
長
　
城 

戸
　
清 

剛

　
本
委
員
会
は
、
所
管
調
査
事

件
の
一
環「
学
校
教
育
環
境
」の
、

長
洲
小
学
校
プ
ー
ル
建
設
工
事

の
進
捗
状
況
の
視
察
を
去
る
六

月
九
日
行
っ
た
。

　
参
加
者
は
、
常
任
委
員
（
一

名
欠
）
五
名
、
事
務
局
一
名
、
担

当
課
長
、
工
事
現
場
代
理
人
外

担
当
者
で
あ
っ
た
。

　
工
事
担
当
者
の
説
明
に
よ
れ

ば
、
建
設
工
期
は
、
本
年
三
月

二
〇
日
よ
り
七
月
三
一
日
で
あ

り
、
今
現
在
は
、
工
程
表
や
安

全
管
理
表
ど
お
り
順
調
に
進
ん

で
お
り
、
進
捗
率
は
四
四
％
と

の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
特
に
、
現
場
安
全
管
理
面
に

お
い
て
、
予
想
さ
れ
る
災
害
対

策
防
止
に
は
、
万
全
を
期
し
て

い
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
質
疑
の
中
、
主
な
も
の
は
、
プ

ー
ル
の
排
水
口
は
、
設
計
上
北

側
の
浦
川
へ
直
接
排
水
さ
れ
る
。

　
又
、
プ
ー
ル
の
即
北
側
の
敷

地
に
は
桜
の
木
等
木
々
が
青
々

と
生
い
茂
り
垂
れ
下
が
っ
て
い

る
。
特
に
夏
場
発
生
の
害

虫
駆
除
対
策
問
題
。

　
そ
し
て
、
プ
ー
ル
の
川

沿
い
の
東
西
に
は
道
路
が

走
っ
て
お
り
、
外
部
か
ら

の
目
か
く
し
問
題
等
。

　
以
上
、
環
境
衛
生
面
に

お
い
て
質
疑
さ
れ
た
。

　
更
に
、
本
格
的
な
梅
雨
時

期
に
入
り
、
工
事
の
遅
れ
が

心
配
さ
れ
る
が
、
工
期
内
に

は
、
プ
ー
ル
を
完
成
さ
せ
た

い
と
関
係
者
は
説
明
さ
れ
た
。

議
会
の
独
自
性
・
地
域
性
を
反
映

議
会
運
営
委
員
会

委
員
長
　
福 

永
　
栄 

助

　
本
委
員
会
は
、
去
る
五

月
二
八
日
〜
三
〇
日
に
か

け
て
、
神
奈
川
県
葉
山
町

議
会
と
群
馬
県
玉
村
町
議

会
の
議
会
運
営
に
つ
い
て

の
研
修
を
行
っ
た
。

　
概
要
は
、
次
の
通
り
。

　
議
会
運
営
は
、
標
準
の

会
議
規
則
で
運
営
さ
れ
て

い
る
が
、
今
回
の
視
察
研

修
で
も
そ
れ
ぞ
れ
の
地
方

議
会
の
独
自
性
や
地
域
性

を
強
く
感
じ
た
研
修
結
果

で
あ
っ
た
。

　
葉
山
議
会
の
議
員
報
償

は
執
行
部
と
比
べ
非
常
に

高
い
報
酬
で
あ
っ
た
。

　
本
会
議
の
会
期
が
非
常

に
長
い
の
は
（
平
成
一
四

年
で
延
一
〇
九
日
）
予
算
・

決
算
特
別
委
員
会
設
置
に

よ
る
審
議
に
よ
る
も
の
で

あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、

費
用
弁
償
は
町
外
の
み
の

支
給
で
あ
っ
た
。

　
ま
た
、
本
会
期
中
、
執
行

部
は
、
議
会
が
定
め
た
日

程
を
遵
守
し
、
議
会
へ
の

対
応
が
で
き
な
い
時
は
、

議
会
軽
視
と
位
置
付
け
て

あ
る
。
一
般
質
問
者
も
平

均
一
一
名
と
多
く
、
議
会

の
役
割
と
権
限
行
使
・
さ

ら
に
は
議
会
の
独
自
性
と

葉
山
議
会
の
ポ
リ
シ
ー
を

感
じ
た
。

　
玉
村
町
の
本
会
議
開
催

に
お
け
る
議
会
と
執
行
部

と
の
協
議
等
は
、
本
町
議

会
と
若
干
の
解
釈
が
異
な

る
部
分
が
あ
っ
た
が
、
こ

れ
も
議
会
の
独
自
性
で
よ

い
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
議
会
運
営
に
つ
い
て
は
、

町
村
議
会
の
こ
れ
ま
で
の

慣
行
や
独
自
性
が
あ
る
。

本
町
議
会
に
お
い
て
も
地

方
分
権
に
即
応
し
た
、
さ

ら
な
る
議
会
運
営
を
今
後

も
検
討
し
、
改
善
す
べ
き

課
題
が
あ
れ
ば
前
向
き
に

調
査
検
討
し
て
い
き
た
い

と
の
委
員
の
感
想
も
出
た

建設中の長洲小プール

研 修 風 景
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よ
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町
民
の
方
と
議
会
の
疎

通
を
図
る
た
め
、”潮
さ
い
“の

編
集
に
携
わ
り
満
二
年
を

迎
え
よ
う
と
し
て
い
る
。

　
こ
の
編
集
作
業
は
、
今
な

お
悪
戦
苦
闘
の
連
続
。
今
回

の
成
果
品
？
の
反
応
は
如

何
だ
ろ
う
か
。
質
の
高
い
紙

面
づ
く
り
を
目
指
す
が
、
毎

回
そ
の
ハ
ー
ド
ル
は
高
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　（
城
戸
）

○

今
回
の
割
り
振
り
で
、
一

三
ペ
ー
ジ
を
担
当
す
る
こ

と
に
な
り
早
く
と
思
い
つ

つ
も
、
な
か
な
か
筆
が
進
ま

ず
、
委
員
の
協
力
で
ど
う
に

か
出
来
た
。
町
民
の
皆
様
か

ら
読
ん
で
頂
け
る
紙
面
に

成
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
心

配
で
あ
る
。　
　
　
　（
徳
永
）

○

議
会
だ
よ
り
編
集
委
員

を
お
お
せ
つ
か
り
、
今
回
で

七
回
目
の
議
会
だ
よ
り
発

行
と
な
っ
た
が
、
読
み
や
す

い
、
ま
た
読
ん
で
も
ら
え
る

様
な
紙
面
づ
く
り
は
大
変

な
作
業
だ
と
い
つ
も
頭
を

悩
ま
せ
る
。
毎
日
何
気
な
く

読
ん
で
い
る
新
聞
も
大
変

貴
重
な
も
の
に
思
え
て
き

た
今
日
こ
の
頃
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　（
市
原
）

次の定例会は

９ 月です。

■問い合わせ先（議会事務局）
　電話　78－3111　内線321番

手続き簡単！手続き簡単！手続き簡単！
住所・氏名・年令を書くだけです。

傍聴席から一言議会のうごき
（No.73発行以後）

15.　5.15
     　5.16

     　5.26
     　5.28～30
     　6.  9
 
     　6.10
     　6.16

     　6.18～20
     　6.18、20
     　6.20

     　6.24
     　6.25
     　6.30
     　7.  2

     　7.  4
     　7.17
     　7.22
     　7.25
     　8.  1

文教厚生常任委員協議会
平成15年第２回長洲町議会臨時会
議会運営委員会
長洲町合併問題調査特別委員会
議会運営委員会視察研修（神奈川県、群馬県）
文教厚生常任委員会及び委員協議会
（長洲小プール建設工事現地視察）
議会運営委員会、広報調査特別委員会
五ヶ町清掃施設建設等対策調査特別委員会
長洲町合併問題調査特別委員会
平成15年第２回長洲町議会定例会
議会運営委員会
総務常任委員会及び委員協議会
文教厚生常任委員会及び委員協議会
建設経済常任委員会
広報調査特別委員会
岡山県山手村議会視察研修対応
長洲町合併問題調査特別委員会総務小委員会
長洲町合併問題調査特別委員会建設経済小委員会
（建設経済常任委員会：長洲小プール建設工事現地視察）
長洲町合併問題調査特別委員会文教厚生小委員会
総務常任委員協議会
議員全員協議会
鹿児島県瀬戸内町議会運営委員会視察対応
文教厚生常任委員会

上野　隆充さん

（平　原）

　６月18日議会に於て、市町村

合併問題及び焼却場建設等の重

要議題が上程されるとのことで

傍聴に出掛けました。傍聴人は

一般町民が私を含めて９名、報

道関係が１名と意外に少なく、

淋しい気がしました。

　内容的には、日頃テレビ中継で

見る国会の激しいやりとりとは異

なり、議員さんの理路整然とした

質問に対し、町長始め行政側から

的確な答弁がなされ物静かなムー

ドの中にも真剣な討議が行われス

ムーズな議会運営の進行に議会と

行政の調和がうまくとれている事

を感じさせられました。今後、市

町村合併の実現により、長洲町も

大きく変貌することと思いますが、

将来に悔いを残すことのない様協

調ムードの中においても、充分議

論をつくされ、人が輝き、心ふれ

あう豊かな新生長洲町が誕生する

ことを願っております。

皆さ
ん傍聴に来て下さい。皆さ
ん傍聴に来て下さい。皆さ
ん傍聴に来て下さい。




